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しくは、 に 載している「 など ら

資金の 贈与を受けた場合の贈与 の のあらまし」を ください。

を ください。

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （3 の 定の方に ります。

この に いて「受贈者」といいます。） 、 資金に てるた 、金 機関等との 定の に

き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与者」といいます。） ら 信託受

益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を 等に預入をした場合又は 書

による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を 入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当する の価額については、金 機関

等の営業 等を して 資金 告書を 出することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、原 として、その に ける 出額

ら 資金支出額（注 ）（ 等 の者に支 れる金銭については、 を とします。

この に いて です。）を 除した 額のう 、 定の計 をした金額（ この に いて「

額」といいます。）を、贈与者 ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 3 （注 ）に することなどにより、 資金 座に係る した場合には、

出額 ら 資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も 除します。）した

額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

　 とは、金 機関等の営業 等に いて、 資金の支 の事 を証する書 等（ 書等）

により 資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

　3 に いて、現に 等に している場合等には、 で まで されます。

な 、 及び 等の については、

の の の の

　 2 年 ら 年 31 までの に、 （2 上 の 定の方に り

ます。 この に いて「受贈者」といいます。） 、 ・ て資金に てるた 、金 機

関等との 定の に き、受贈者の （ や など。 この に いて「贈与

者」といいます。） ら 信託受益権を付与された場合、 書 による贈与により取得した金銭を

等に預入をした場合又は 書 による贈与により取得した金銭等で証券 社等で有価証券を

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のう 1 までの金額に相当す

る の価額については、金 機関等の営業 等を して ・ て資金 告書を 出

することにより贈与 となります。

　な 、 期 に贈与者 した場合には、その に ける 出額 ら ・

て資金支出額（注）（ に して支 う金銭については、3 を とします。 この に

いて です。）を 除した 額（ この に いて「 額」といいます。）を、贈与者

ら相 等により取得したこととされます。

　また、受贈者 に することなどにより、 ・ て資金 座に係る した場合

には、 出額 ら ・ て資金支出額を 除（ 額 ある場合には、 額も

除します。）した 額 あるときは、その 額はその に贈与 あったこととされます。

しくは、 している

与を受けた場合の贈与 まし」を ください。

(注）

ください。

な 、 ・ の については、内 を

（ ） 書 書

（注） ・ とは、金 機関等の営業 等に いて、 ・ て資金の支 の事 を証する書

（ 書等）により ・ て資金の支 の事 され、 つ、記 された金額の合計額をいいます。

等 の の
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この特例の適用を受けた農地等（ 「特例農地等」といいます。）は、贈与者の の 、受贈

者 贈与者 ら相 又は 贈により取得したものとみなされて相 の の対 とされ、その

に農地等 額は 除されます。

また、受贈者 贈与者よりも に した場合には、受贈者の の に農地等 額は

除されます。

贈与者又は受贈者の の に、この特例農地等について 定の事 生 た場合には、その

農地等 額の 又は の られ、その 額と利 を 付しなけれ

ばなりません

　農業の 者 贈与を受けた 定の農地等の価額に対 する贈与 額は、 定の の に、

その農地等の贈与者の の まで されます（ される贈与 額を「農地等

額」といいます。）。

　な 、この特例の適用を受けるた には、贈与 の 告書に 定の書 を添付して、 の

の の するとともに、農地等 額及び利 の額に

合う する あります。また、 保は しも特例農地等でなくても差し支えあり

ません 、その場合の 保については、 の を参 してください。

 この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を いただく 、 に ください。

の 要

等 の の
　贈与 の 告のし た

　・ 告書の作 例等（農地等についての 及び 除の特例（ 年 ）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての 及び 除の特例）
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